
８ （県庁東庁舎 １Ｆ） TEL 0852-22-6051

TEL 0855-29-5503

TEL 0852-22-6051

〒697-0041 浜田市片庭町 254 (県合同庁舎 1F) TEL 0855-29-5503
西部人権啓発推進センター

〒690-8501 TEL 0852-22-6051

島根県人権啓発推進センター
松江市殿町 1 (県庁東庁舎 1F)



こ じどう けんり かん じょうやく だい じょう ようし

子ども（児童）の権利に関する条約 第１６条 -要旨-
とう かあ こ ひみつ かって

たとえ、お父さんやお母さんであっても、子どもが秘密にしていることを勝手に
し

知ることはできません。

こうれいしゃかいたいさくきほんほう だい じょう ようし

高齢社会対策基本法 第５条 -要旨-
こうれいしゃ とも みな すこ じゅうじつ せいかつ お つと

高齢者と共に、皆が健やかで、充実した生活を送れるよう、努めましょう。



だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう だい じょう ようし

男女共同参画社会基本法 第６条 -要旨-
かぞく たが きょうりょく あ こそだ かぞく かいご やくわり ぶんたん

家族はお互いに協力し合い、子育てや家族の介護などについての役割を分担

しあいましょう。

だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう だい じょう ようし

男女共同参画社会基本法 第４条 -要旨-
せいべつ やくわりぶんたん だ しゃかい かつどう せんたく ちゅうりつ

性別による役割分担をつくり出すのではなく、社会における活動の選択が中立となる
つと

よう努めましょう。



せかいじんけんせんげん だい じょう ようし

世界人権宣言 第2条 -要旨-
わたし じんしゅ ひふ いろ せい げんご しゅうきょう いけん しゅっしん ざいさん いえがら た ちが

私たちは、人種や皮膚の色、性、言語、宗教、意見、出身、財産、家柄やその他の違い
ひと き

によって人を決めつけてはいけません。



しょうがいしゃきほんほう だい じょう ようし

障害者基本法 第８条 -要旨-
たが たよ たす あ かんが かた もと しょう ひと せいかつ こうどう

互いを頼り、助け合うという考え方の下で、障がいのある人の生活や行動に
きょうりょく

協力しましょう。

せかいじんけんせんげん だい じょう

世界人権宣言 第１条
にんげん う じゆう そんげん けんり びょうどう

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等
にんげん りせい りょうしん さず おたが どうほう せいしん こうどう

である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動し
がいむしょうかりやく

なければならない。（外務省仮訳）



せかいじんけんせんげん だい じょう ようし

世界人権宣言 第２９条 -要旨-
けんり じゆう こうし どうとく ちつじょ こうりょ

権利や自由を行使するときには、道徳や秩序も考慮しなければなりません。



せかいじんけんせんげん だい じょう ようし

世界人権宣言 第２条 -要旨-
わたし じんしゅ ひふ いろ せい げんご しゅうきょう いけん しゅっしん ざいさん いえがら た ちが

私たちは、人種や皮膚の色、性、言語、宗教、意見、出身、財産、家柄やその他の違い
ひと き

によって人を決めつけてはいけません。

だんじょこようきかいきんとうほう だい じょう ようし

男女雇用機会均等法 第１１条 -要旨-
かいしゃ しょくば せいてきげんどう しゃいん ふりえき う はいりょ しょくば

会社は、職場での性的言動により、社員が不利益を受けることのないよう配慮し、職場に
ゆる ほうしん めいかく しめ ひつよう

おけるセクシュアル・ハラスメントを許さない、という方針を明確に示す必要があります。



だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう だい じょう ようし

男女共同参画社会基本法 第３条 -要旨-
せいべつ さべつてき とり あつ う こじんてきのうりょく はっき きかい かくほ

性別による差別的取り扱いを受けないで、個人的能力を発揮する機会が確保

されなければなりません。

いくじ かいごきゅうぎょうほうだい じょう ようし

育児・介護休業法 第２３条 -要旨-
しゃいん こそだ きんむじかん たんしゅく かいしゃ もう で かいしゃ

社員は、子育てのために、勤務時間の短縮を会社へ申し出ることができ、会社は、
きんむじかん たんしゅく ちょうせい

勤務時間を短縮できるよう調整しなければなりません。



しょうがいしゃきほんほう だい じょう ようし

障害者基本法 第19条 -要旨-
かいしゃ しょう ひと のうりょく ひょうか しごと きかい あた しごと つづ

会社は、障がいのある人の能力を評価し、仕事をする機会を与え、仕事が続けられる

ようにしなければなりません。


